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  目的： 建造又は改造の許可要件及び性能の基準と工事完成した漁船が一致しているかどうかを確認する。 
  認定基準 
   １．氏名又は名称及び住所 
      許可を受けた者とは、所有者の意味であるから、それらが相違するときは認定できない。 
   ２．船名 
      船名の変更は差し支えないが、変更するときは都道府県知事あてに届け出を要する。 
   ３．漁業種類又は用途 
      設備その他から判断して、許可を受けた漁業種類のものと異なるときは認定できない。 
   ４．操業区域及び主たる根拠地 
      許可と異なるときは認定できない。ただし、根拠地については同一県内であって、漁業の許認可上差支えないときは 
      異なっていても認定する。 
   ５．船質 
      許可と異なるときは認定できない。 
   ６．長さ、幅、深さ及び総トン数が許可と相違する場合、下記の誤差の範囲のいずれか一つを超えるときは認定できない。 
     ① 長さ、幅、深さの寸法誤差は下記に掲げる数値以内 

        長さ          幅         深さ 
鋼船及び軽合金船 
Ｆ Ｐ Ｒ 船 
木     船 

   １０㎝又は０．３％   ４㎝又は０．５％   ３㎝又は０．５％    
１０㎝又は０．５％   ６㎝又は１．０％   ３㎝又は１．０％ 

   ３％          ３％         ３％ 
     ② 総トン数については、許可総トン数の１０％以内 
   ７．推進機関の種類及び馬力数については、許可と異なるときは認定できない。 
   ８．推進機関のシリンダ数及び直径については、許可との相違が馬力数を変更するにいたる場合は認定できない。 
   ９．特殊設備については、建造等の許可による漁業種類の区分に応じ、規定の設備を設けていない場合は認定できない。 
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